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女性活躍推進法の定着に向けた 
連合の取り組み 



連合「女性活躍推進法に基づく行動計画策定の取り組みについて」 
（第2回中央執行委員会／2015.11.20確認） 

○女性活躍推進法の施行にあたり、事業主に義務づけられる「行動計画」策定について労働 

  組合が積極的に関与し、働く者の意見を反映するために、本取り組み方針を策定し、行動  

  計画の策定に向けて具体的な取り組みのガイドラインを作成する。 

○各組織はガイドラインを参考に、2016春季生活闘争の取り組みを中心に、女性活躍 推進法 

  に基づく「行動計画」策定に向けて、取り組みを進める。 

○「行動計画」策定は、300人以下の企業が努力義務となっているが、多くの労働者は中小企 

  業で雇用されており、組織の規模にかかわらず「行動計画」策定を要求する。 
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＜連合の取り組み＞ 

 ◆「行動計画」および「推進計画」策定のためのガイドラインの作成・配布、ＨＰへの掲載 

 ◆パワーポイント等、周知広報機材の作成   ◆「行動計画」策定状況の調査・把握、結果公表 

 ◆地方連合会、構成組織、女性団体等と連携した学習会の開催  

   ※地方連合会においても、地方公共団体に対し、「推進計画」策定に関する要請等を実施 

＜構成組織の取り組み＞ 加盟組合に対して連合作成のガイドラインに基づいた以下の取り組みを要請 

 ◆労使委員会や労使協議を通じ、現状把握・分析の段階から積極的に関与する（女性１名以上参画）   

 ◆組合員の意見聴取（アンケート）を実施し、「行動計画」への反映をはかる 

  ・職場の課題に合わせた現状把握項目とする（雇用管理区分ごとに把握すること） 

  ・「男女の賃金の差異」（任意）を把握する。  ・数値目標、実施時期を決める。  

  ・推進主体（労使委員会等）の明確化・フォローアップ体制整備  ・労働者への周知・学習会の開催 

  ・計画のうち、労働条件に関する内容について労働協約化をはかる 

 



連合の取り組み① 行動計画策定のためのガイドライン 

女性活躍推進法に基づく「事業主行動計画」策定等についての取り組みガイドライン 

   １．はじめに 

２．女性活躍推進法の概要 

３．事業主行動計画 

（１）行動計画に対する労働組合のスタンス （２）女性の活躍推進に関する状況把握、課題分析 

（３）行動計画の策定・周知・公表・届出（４）計画の実効性を高めるためのＰＤＣＡサイクルの確立 

４．優良企業の認定制度 

５．求職者のための女性の活躍に関する情報公表 

６．地方公共団体の推進計画 

（１）推進計画とは （２）取り組みの要点 

 



○ 2016春季生活闘争における男女平等課題の取り組みとして、「男女間賃金格差の是正」 

  「女性活躍推進法」行動計画策定に向けた取り組みを構成組織に要請 

○地方連合会、構成組織において女性活躍推進法を中心とした春闘勉強会を開催 

連合の取り組み② 2016春季生活闘争における取り組み 

要求・取組
件数

（交渉単位）

要求・取組
件数

（交渉単位）

(1)

● 219 102 件 122 3 件

● 12 0 件 30 2 件

(2) 189 109 件 ※35 4 件

※
積極的な差別是正措置（ポジティブ･アクション）による是正・改善の取り組み、女性活躍推進法にもとづく行動計
画の策定に労使で取り組みをしていればカウント

職場における男女平等の実現に向けた取り組み（女性活躍関連抜粋）

男女間の賃金格差是正に向けた取り組み

男女間賃金格差の実態と要因把
握・点検、改善へ向けた取り組み

生活関連手当での「世帯主」要件
廃止に関する取り組み

女性の職業生活における活躍の推
進（女性活躍推進法）の取り組み

要求事項

回答・妥結
件数

(交渉単位）

回答・妥結
件数

(交渉単位）

2016.3.30現在 2015.3.31時点



例年、実施している「男女平等月間（６月）」において、以下の取り組みを展開 

 ＜具体的な取り組み＞ 

 ○構成組織・地方連合会における女性活躍推進法に関する取り組み状況に関する把握 

 ○都道府県労働局および地方自治体等への要請行動・意見交換（地方連合会） 

   要請文ひな形や解説文の提供 

 ○女性活躍推進法をはじめとする職場点検・学習用教材の提供（ＰＰＴ、ガイドライン等） 

連合の取り組み③ 男女平等月間（６月）における取り組み 

 

 

 

２０１６年４月２１日  

加藤内閣府特命大臣へ「２０１７年度 連合重点政策」 

および「ニッポン一億総活躍プラン」策定に関する要請 

を実施 

→要請項目のひとつとして女性活躍推進に向け中小 

  企業への対策も含めた取り組みの徹底を要請 

 

 

 

連合の取り組み④ 連合重点政策等に関する要請 
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連合の取り組み④ 職場への周知・定着にむけた取り組み 

春闘や職場 

点検活動など
に活用できる
リーフレットの
作成・配布 
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